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答 

１ 公益目的事業のみを実施する法人は、寄附を受けた財産や公益目的事業に

係る活動の対価として得た財産のうち、適正な範囲内の管理費相当額につい

ては、公益目的事業財産には含まれないものと整理することができます（ガイ

ドラインⅠ－17.（４））。これは、公益目的事業を行っている法人に管理費の

原資がなくなるのを防ぐためです。 

 

２ この場合に、何が「適正な範囲内」であるのかは、法人の個別事情により異

なると考えられます。例えば、将来において管理部門の設備投資が予定されて

いる場合など管理部門強化のための財源が必要となるような場合には、合理

的な計画の下で必要な範囲で法人会計を黒字としたとしても適正な範囲内で

あると考えることも可能と考えられます。 

 

３ 他方で、公益法人は、公益目的事業の実施に当たり無償又は低廉な価格設定

などによって受益者の範囲を可能な限り拡大すること、また、管理業務のため

に現に使用せず、かつ、今後も使用する見込みがない多額の財産を蓄積しない

ことが求められています。このため、上記２のような合理的な理由もないにも

かかわらず、法人会計に多額の黒字が恒常的に発生するような状態は、適切で

はないと考えられます。 

 

４ こうした考えの下、審査の段階では、法人に対し、必要に応じ、公益目的事

業会計と法人会計への配分の考え方等について、必要な確認等をさせていた

だくことがありますので、御留意ください。 

また、事後の監督において、法人会計に多額の黒字が恒常的に計上されてい

る場合その他必要と認められる場合には、法人会計の黒字について、その合理

的理由や公益目的事業への影響等を確認させていただくことがあるほか、必要

に応じ見直しを求める場合もあります。 

問Ⅴ－８－②（法人会計の黒字） 

 公益目的事業のみを実施している場合において、寄附を受けた財産や公益

目的事業に係る活動の対価として得た財産を公益目的事業会計と法人会計に

配分する場合、法人会計が黒字になるように配分することは可能でしょうか。 


